
※協会けんぽ健診では、一部の検査項目のみをキャンセルすることはできません。ご予約いただいた健診項目は、原則として
すべて受診いただく必要がございます。やむを得ない事情がある場合は、事前にご相談ください。
※未実施の項目により、健診料金が補助額を下回る場合、補助額は実費分までとさせていただきます。
※生命共済制度に新規加入して健康診断を受診後、すぐに制度を脱退された場合は、補助サービスの利用はできません。
　補助実施後も返金を求めます。また、2回目以降の健康診断補助サービス利用は、生命共済制度を1年以上加入継続した
被保険者が対象です。
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